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　広報しか

　

桜
の
花
が
満
開
と
な
っ
た
４
月

13
日（
月
）に
大
島
の
意お

お

し

ま

冨
志
麻
神じ

ん

社じ
ゃ

で
春
の
祭
り
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
期
は
ど
こ
の
地
域
で

も
春
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
は
今
で
は
珍
し
く
な
っ

て
い
る
神み
こ
し輿
と
獅し
し
ま
い

子
舞
を
す
る
春

祭
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
海
岸
沿
い
の
地
域
で
は

漁
師
達
が
、
漁
の
安
全
と
豊
漁
を

願
っ
て
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
若
い
担

ぎ
手
が
不
足
し
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
４
、５
年

の
間
に
他
の
地
域
で
は
獅
子
舞
な

ど
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

大
島
で
は
そ
の
昔
、
鰯
い
わ
し

漁り
ょ
う

が
盛

ん
で
漁
師
達
が
中
心
と
な
っ
て
祭

り
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

祭
り
は
子
ど
も
達
に
よ
る
獅
子

舞
で
幕
を
開
け
ま
す
。
青
年
団
が

神
輿
を
担
ぎ
諸
願
堂
へ
通
じ
る
急

な
階
段
を
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

苦
し
い
階
段
を
登
り
終
え
る
と
海

が
見
渡
せ
る
高
台
に
出
ま
す
。
爽

や
か
な
風
を
感
じ
な
が
ら
神
主
に

よ
る
祝
詞
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ

は
海
上
安
全
や
大
漁
を
祈
り
、
地

区
の
皆
さ
ん
が
栄
え
る
よ
う
に
と

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
終
わ
る
と
再
び
神
輿
を
担
い

で
、
今
度
は
階
段
を
駆
け
下
り
ま

す
。
男
達
は「
わ
っ
し
ょ
い
、わ
っ

し
ょ
い
」
と
声
を
掛
け
合
い
な
が

ら
諸
願
堂
を
３
回
、
ぐ
る
り
と
回

り
ま
す
。
そ
し
て
港
で
子
ど
も
達

が
獅
子
舞
を
踊
り
、
祭
り
は
終
わ

り
ま
す
。

　

言
い
伝
え
に
よ
る
と
大
島
諸
願

堂
は
室
町
時
代
に
大
島
沖
で
難
破

し
て
命
を
落
と
し
た
息
子
や
乗
組

員
の
供
養
に
と
、
肥
前
（
現
長
崎

県
）
の
船
持
武
太
夫
が
故
郷
か
ら

石
を
運
ん
で
建
て
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

意富志麻

神社

大島漁港

大島の春祭り
意富志麻

神社

①子ども達による獅子舞　②高台でお祈りしている様子　③大島集会所近くの桜並木
④諸願堂を回る青年団　⑤意冨志麻神社　⑥大島諸願堂
⑦笛と太鼓を演奏する子ども達　⑧獅子舞を踊る前の子ども達

①

②③

④

⑤

⑥

⑦⑧

大
島
に
伝
わ
る
伝
説

大島の港

意冨志麻神社

諸願堂

急
な
階
段

高
台
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広報しか

住民課　後期高齢者医療担当    ☎ 32－ 9121　 町内 IP  ８－ 32－ 9121

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の
人
と
一
定
の
障

害
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
が
加
入

す
る
高
齢
者
の
医
療
制
度
で
す
。

　

被
保
険
者
（
対
象
者
）
は
、
医
療
保
険
（
国
保
・
社
保
・

共
済
・
組
合
な
ど
）
か
ら
脱
退
し
て
新
た
に
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

《
被
保
険
者
証
》

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
お
手
元
に
届

く
の
は
誕
生
月
の
前
月
末
（
例:
４
月

生
ま
れ
は
３
月
末
）
で
す
。

　

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま

す
の
で
、
医
療
機
関
に
か
か
る
際
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

《
保
険
料
》

　

保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
た
月
の
翌

月
に
計
算
さ
れ
、『
保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
』
と
『
納
付
書
』

が
お
手
元
に
届
き
ま
す
。（
例:

４
月
生
ま
れ
は
５
月
）

【
注
意
】

　

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
原
則
と

し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
に
よ
り
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
資
格
を
取
得
し
、
年

金
天
引
き
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
普
通
徴
収
（
自
主
納

付
・
口
座
振
替
）
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
の
受
給
金
額
が
18
万
円
未
満
の
方
、
介
護
保
険

料
と
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
方
は
普
通

徴
収
と
な
り
ま
す
。

後期高齢者医療の
資　格　取　得　月

資格取得月から年金天引
きが開始するまでの期間
の保険料納付方法　　　

年金天引きが
開始される月

４月２日～ 10月１日
『保険料の決定通知』と『納
付書』がお手元に届きます。
納付書により納付ください
（口座振替により納付を希
望される方はお申し込みが
必要です）

資格取得月の次の４月

10月２日～ 12月１日 資格取得月の次の６月

12月２日～２月１日 資格取得月の次の８月

２月２日～４月１日 資格取得月の次の10月

※ 75 歳年齢到達、障害認定、転入などにより、年度の途中で新た
に後期高齢者医療の資格を取得した方の納付方法は、最初から特
別徴収となりません。半年間は普通徴収により保険料を納めても
らうことになります。

　納め忘れのないよう口座振替により納付ください。

害害害すす
〜
75
歳
の
誕
生
日
か
ら

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
〜

【例】年金天引きが開始されるまで
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各地区の集団健診会場（地区集会施設）で受診してください。町内の医療機関では受診

できません。健診実施期間中に７５歳になる人は、お誕生日の前後で受診会場が異なり

ますので注意してください。

国民健康保険

＊40歳から75歳未満のすべての人が対象で、内臓脂肪の蓄積による
　生活習慣病を予防するための健診です。

シリーズ 5『あなたの健康を守るために』

住民課　国保担当    ☎ 32－ 9121　 町内 IP  ８－ 32－ 9121

いよいよ

６月から

75歳以上の後期高齢者医療に加入の人

脱メタボ　ワンポイントアドバイス！脱メタボ　ワンポイントアドバイス！ 

　食物繊維は人の体で消化できないため、胃に停留する時間が長くなり、満腹感がでます。

食べすぎ防止に最初に食物繊維を多く含む野菜や海草を食べると一緒に食べた物の吸収を

遅らせ血糖値の急増も防ぐので、減量の心強い味方です！    

健診名 対象者 健診会場 健診期間 持ち物

特定健診 志賀町国保加入者で
40～ 75歳未満の人

集団健診会場 ６月２日～７月５日
受診券と保険証

町内医療機関 ６月１日～８月31日

　★受診方法が選べます！  

　　○各地区の集団健診会場もしくは町内の医療機関で
　　　受診券と保険証を持って受診してください。
　　　　　　　治療中の人も必ず受診しましょう！     
     
　○健診の受け方    

 ○健診の案内が届きます　＊健診の受診券が入っているので持参してください。 
　　　　　⬇（５月中旬）
 ○「特定健診」を受けます
 　＊できるだけ食事をしないで受診しましょう！      
   （検査データに影響します）
 ★国保加入者で、職場などで健診を受ける人は住民課まで連絡してください。 
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老齢基礎年金　65歳からの老齢基礎年金　あなたはいくら受け取れるかチェック

　何歳から受給できますか？　　繰り上げ請求と繰り下げ請求

６5歳前に老齢基礎年金を請求する
と、年金が減額されるほか、次のこ
とに注意ください。

①特別支給の老齢厚生（退職共済）
　年金の一部が支給停止となります。
　65歳からは、新たに老齢基礎年金と
老齢厚生年金が受けられます。
②遺族厚生（共済）年金を受けている方は、
65歳になるまで、どちらか一方の有
利な年金の選択となります。
③繰り上げ請求後、障害の状態になって
も障害基礎年金の請求はできません。
④寡婦年金を受ける権利のある人は寡婦
年金は請求できません。
⑤国民年金の任意加入はできなくなります。
⑥一度、繰り上げ請求すると、取消はで
きません。

●繰り上げ請求、繰り下げ請求をすると一生同じ割合で、減額または増額した率の年金を受けることになります。

ポイント
繰り上げ・繰り下げ請求する場合は、請求の翌月分からの支給となりますので、誕生日の前日からその月
の末日までに手続をしましょう。
誕生日が５月１日の人は、前日の４月30日までに繰り上げ・繰り下げ請求をすると５月分から支給されます。

　国民年金に関する
　お問い合わせ・相談は

　七尾社会保険事務所　☎ 0767-53-6511　または
　住民課国保年金担当まで　☎ 32-9121　町内IP  ８-32-9121

　


